
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 はじめに  

 

 平成 17年 10月に新・西脇市が誕生して以降、「西脇市行政改革大綱

（平成 18年度～平成 22年度）」及び「西脇市行政改革大綱第１次改訂

（平成 23年度～平成 27年度）」に基づき、市民満足度の向上を図るこ

とを最大目標として行政改革に取り組み、人件費の削減をはじめ、一

定の成果を上げてきたところである。  

 しかしながら、今後、少子化による生産年齢人口の減少から、市税

等の収入の増加は期待できず、一方で高齢化による社会保障経費の増

大、公共施設やインフラの老朽化に伴う修繕・更新費用など多額の支

出が見込まれ、本市の財政状況は厳しさを増すことが予測される。  

 このような状況の中、高度化・多様化している市民ニーズに応える  

ためには、「選択と集中」の徹底をはじめとする事務事業の見直しや、  

「参画と協働によるまちづくり」を展開していくことが不可欠である。  

 本大綱は、そのための方針・方向性を示すものとして策定し、職員

一丸となって取り組んでいくこととする。  
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Ⅰ  基本方針  

 

 

１  市民起点の効果的な行政経営  

 

   社会経済情勢の変化により、市民ニーズが高度化・多様化して

いる中、市民の立場に立ち市民が求めているものは何かを的確に

とらえ、市民満足度の向上につなげる。  

   また、市民ニーズに的確かつ迅速に対応できる効率的な組織を

構築するとともに、職員の資質向上を図る。  

 

 

 

 

２  市民と行政の協働による地域自治  

 

   積極的な情報発信により認識を共有することで信頼関係を深め、  

参画と協働のまちづくりを推進するとともに、地域自治の在り方

について具体的に検討・調整を行う。  

 

 

 

 

３  持続可能な財政運営  

 

   市税収入の確保に向け産業振興、地方創生（まち・ひと・しご

と）に取り組むとともに、ふるさと寄附や未利用市有地の売却な

ど自主財源の確保に努め、収入を基本とした予算編成を可能とす

る財政健全化を推進する。  

   また、公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の適正化を

推進する。  

 

 

 

１  



 

Ⅱ  実施項目  

 

１  市民起点の効果的な行政経営  

取  組  項  目  取    組    内    容  

⑴  事務事業の見  

直し   

ア  政策予算事業の評価  

成果指標を設定し政策予算事業の評価を行うとと  

もに、政策に関する市民満足度アンケートを実施し、  

成果志向・市民志向に基づいた「市民起点の行政経  

営」を実現する。  

イ  補助金の見直し  

全ての補助金について、その目的、必要性及び効  

果等を精査し、廃止等の見直しを行う。  

ウ  「選択と集中」の徹底  

限られた財源を有効に活用するため、優先順位を  

付け、重点的・効率的な予算配分を行うとともに、  

新規・拡充事業の要求に当たっては、必ず既存事業  

の見直しを行う。  

エ  民間委託の推進  

（指定管理者制度を含め）民間活力を活用し行政  

サービスの向上、コストの縮減を図る。  

⑵  市民サービス  

の向上  

ア  市民の利便性の向上  

費用対効果を十分検討し、ＩＣＴやマイナンバー  

制度等の有効活用を図る。  

イ  市町連携による広域化、大学との連携  

定住自立圏形成協定の推進をはじめ、近隣市町と  

連携し広域的事業を推進するとともに、大学と連携  

し新しい発想を積極的に取り入れる。  

ウ  電子自治体の推進  

電子化、ネットワーク利用による行政情報の活用  

を進める。  

⑶  組織と人材育  

成   

ア  人材育成の推進  

人事評価制度を推進するとともに、職員研修の内  

容等について適宜見直しを行い、職員の資質向上を  

図る。  

イ  組織の活性化・効率化  

行政課題に的確かつ迅速に対応するため、効率的  

な組織を構築するとともに、権限と責任を明確化し  

円滑な組織連携を推進する。  

ウ  適正な定員管理  

定員管理計画に基づき、効率的・効果的に人員を  

配置し、適正な人事管理を行う。  

２  



 

２  市民と行政の協働による地域自治  

取  組  項  目  取    組    内    容  

⑴  積極的な情報  

発信  

行政の透明性を高め、わかりやすい情報発信を積極

的に行うとともに、ソーシャルメディア等を有効に活

用して本市の魅力を市内外へ広く発信する。  

⑵  参画と協働の  

まちづくりの推  

進  

ア  ガイドライン改訂版に基づき、参画と協働のまち  

づくりを推進する。  

イ  地域自治協議会の設置に向け、組織の在り方や制  

度設計について検討・調整を行う。  

ウ  市政の基本的な計画等を立案する過程で事前に素  

案を公表し、意見を求めるパブリックコメント制度  

を推進する。また、各種審議会の委員等について、  

公募を推進するとともに、女性委員の登用の拡大を  

図る。  

 

３  持続可能な財政運営  

取  組  項  目  取    組    内    容  

⑴  財政健全化の  

推進  

ア  財政健全化の推進  

財政基盤の強化に向けた取組を進め、収入を基本  

とした予算編成を可能とする財政健全化に取り組む。  

イ  歳入確保に向けた取組  

受益者負担の原則や公益性を勘案し使用料及び手  

数料の見直しを定期的に行うとともに、負担の公平  

性の観点から市税の適正な賦課及び未収金の縮減を  

図る。また、ふるさと寄附、広報紙等への有料広告  

の掲載及び未利用市有地の売却等により、自主財源  

の確保に努める。  

ウ  予算編成手法の検討  

枠配分方式の導入及び各部署の的確なマネジメン  

トにより予算配分を見直し、経費の削減及び事業効  

果を高める。  

エ  企業会計の健全経営  

・上下水道事業  

中期経営計画に基づき、経営基盤の強化を図る。  

・病院事業  

経営基本計画に基づき経営改善を推進するととも  

に、医師等を確保し高品質で安心感のある医療を提  

供する。  

３  



 

⑵  公共施設の適  

正化の推進  

公共施設等総合管理計画に基づき、施設の必要性・

在り方等を検討しながら、統廃合を含めた適正化を進

める。  

⑶  地域経済活性  

化に向けた取組  

 中長期的な視点からの市税収入の確保に向け、経済

振興アクションプランに基づき産業振興に取り組む。

また、地方創生（まち・ひと・しごと）の取組を推進

する。  

 

 

Ⅲ  取組期間等  

 

  本大綱は、行政改革に関する方針・方向性を示すものであること

から取組期間は定めず、進捗状況や社会経済情勢の変化などに応じ

て、適宜見直しを行うこととする。  

ただし、具体的なアクションプランについては、おおむね５年間

の取組期間を設けるとともに、できる限り数値目標を設定し客観的

に進捗状況を評価できるようにする。  

 

 

 

４  


